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来年から「相続登記」が義務にな

ることをご存じですか？ 法務省の

資料によれば、所有者が不明な土地

は、日本全体の 24％にも及ぶといい

ます。驚きますよね。所有者不明土

地が発生する原因のうち、2/3 は相

続登記の未了、1/3 は住所変更登記

の未了によるものだそうです。これ

ほどまでに多いのは、いずれの登記

も任意だからでしょう。任意であれ

ば、「必要に迫られるまで」「手間や

費用をかけてまで」登記することは

ないとされてしまうのも致し方ない

かもしれません。 

しかし、所有者不明土地の発生に

伴って様々な弊害が出てくるのは事

実で、その発生予防のため、2024年

4月1日を施行日として、「相続登記」

が義務化されることになりました。

注目したいのは、それ以前に発生し

た相続についても適用されることで

す。少し遅れて 2026年 4月 1日に、

「住所変更登記」も義務になります。

こちらも、施行日前に遡って申請義

務が課されます。さて、私たちがす

べきことは？ 

 

●相続登記の申請は 3年以内 

不動産を取得した相続人は、その

取得を知った日から 3

年以内に、相続登記の

申請をすることを義務

付けられます。正当な

理由なくその申請を怠

ったときは、10万円以

下の過料の適用対象に

もなります。 

相続財産の分割でも

めるなどがなければ、3

年以内に登記の申請を

行うのは難しくないで

しょう。しかし諸事情

から、その見通しが立

ちにくいといったこと

もあると思われます。こうしたケー

スにおいても登記を促すため、「法定

相続分による登記」よりも手続きが

簡易な「相続人申告登記」が新設さ

れます。これは、「所有権の登記名義

人について相続が開始したこと」「自

らがその相続人であること」を、申

請義務の履行期間内に申し出ること

で、相続登記の申請義務を履行した

とみなされる制度です。 

なお、後に遺産分割が成立したら、

その分割の日から 3年以内に、その

内容を踏まえた相続登記を申請しな

ければなりません。 

 

●施行日前の相続にも遡って適用 

現時点で皆さんの関心が高いのは、

相続登記の申請義務が、施行日前に

発生した相続にも課されることでし

ょう。下図をご参照ください。申請

義務の履行期間は、相続による所有

権の取得を知った日が、施行日より

も前であれば施行日から 3 年以内

（下図①）、後であればその日から 3

年以内です。 

相続登記を済ませたかどうかは、

法務局で登記を調べるとわかります。

まだ時間はあるからと手続きを先延

ばしにするうち、新たな相続が発生

することもあり得ます。相続人の判

断能力が衰え、遺産分割協議がスム

ーズに運ばなくなることもあるかも

しれません。以前、ローンを組んで

の自宅の建替えを検討した方がいら

っしゃいましたが、土地の相続登記

が未了のまま放置されていたため、

関係者が 20 名ほどに膨れ上がって

いることが判明。計画はストップし

てしまいました。もちろん亡くなっ

た方の名義のままでは、売却するこ

ともできません。施行日を待つので

はなく、早めの行動をお勧めします。 

 

●住所変更登記も義務化 

住所変更登記も義務になります。

所有権の登記名義人は、氏名や住所

を変更した場合、その変更があった

時から 2年以内に変更登記の申請を

しなくてはならず、正当な理由なく

これを怠ったときは 5万円以下の過

料の適用対象となります。 

登記の申請義務は、施行日前の変

更にも遡って課されます。履行期間

は、その変更があった日が、施行日

よりも前であれば施行日から 2年以

内（下図②）、後であればその日か

ら 2年以内です。多くの方が対象と

なりそうです。 

久谷真理子の 
 
 
第 26回 知っておきたい相続登記の義務化、過去の相続も対象に 

久谷 真理子 (株)フリーダムリンク専務取締役 

ファイナンシャルプランナー・不動産コンサルティングマ
スター。FP会社である（株）フリーダムリンクにて、相続・不
動産に関する相談業務および実行支援業務を行う。 

 


